
令和７年度[第３四半期]　随意契約一覧

食農部

商号又は名称 所在地 始　　期 終　　期
適用条項

（地方自治法施行令第
167条の2第1項）

具体的理由

中央卸売市場 工事 卸売場棟電動シャッター駆動部等更新工事 小俣シャッター工業株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市東区葵1-16-26 令和7年11月19日 令和7年11月19日 令和8年12月28日 52,667,780 第2号
当該設備は、製造メーカーが独自の仕様で設計・製造したものであ
り、安全性を担保した対策工事は、当該設備を製造したメーカー以
外では実施できないため。

債務負担行為

中央卸売市場 工事 関連商品売場棟等電動シャッター駆動部更新工事 東洋シヤッター株式会社　奈良中央営業所 奈良市杉ヶ西町３８番地 令和7年11月19日 令和7年11月19日 令和8年7月31日 6,952,000 第2号
当該設備は、製造メーカーが独自の仕様で設計・製造したものであ
り、安全性を担保した対策工事は、当該設備を製造したメーカー以
外では実施できないため。

債務負担行為

中央卸売市場 役務・委託等 冷蔵庫棟冷凍設備保守点検委託 株式会社前川製作所 東京都江東区牡丹3-14-15 令和7年12月18日 令和7年12月18日 令和8年3月31日 6,600,000 第2号

当該契約相手方は当市場冷蔵庫棟冷凍設備を設計及び製作した
メーカーであり、当該設備の設備構造及び内容等は同社しか熟知し
ていないことから、同社以外の業者による保守点検は不可能である
ため。

中央卸売市場 役務・委託等 冷蔵庫棟超低温冷凍設備保守点検委託 株式会社前川製作所 東京都江東区牡丹3-14-15 令和7年12月18日 令和7年12月18日 令和8年3月31日 7,029,000 第2号

当該契約相手方は当市場冷蔵庫棟冷凍設備を設計及び製作した
メーカーであり、当該設備の設備構造及び内容等は同社しか熟知し
ていないことから、同社以外の業者による保守点検は不可能である
ため。

北部農業振興事務所
役務・委託（建設工事関
連業務）

令和７年度県営ため池整備事業　桜池地区　家屋事後調査業
務委託

株式会社倉田総合鑑定 奈良市法蓮町１６３－１　新大宮愛正寺ビル３階 令和7年10月16日 令和7年10月17日 令和8年1月30日 6,193,000 第2号
本事業は当該事業者が行った家屋事前調査と密接不可分の関係
にあり、異なる業者が事後調査を実施した場合に責任の所在が不
明確になる等著しい支障が生ずるおそれがあるため。

北部農業振興事務所
役務・委託（建設工事関
連業務）

令和７年度県営ほ場整備事業　北村地区　換地業務（その８）
委託

奈良県土地改良事業団体連合会 橿原市城殿町４５９番地 令和7年11月21日 令和7年11月25日 令和8年3月25日 9,383,000 第2号
換地業務の履行が可能な団体は、土地改良換地士が在籍している
奈良県土地改良事業団体連合会のみであるため。

南部農林振興事務所
役務・委託（建設工事関
連業務）

令和７年度県営ほ場整備事業　丹原地区換地(その５)業務委
託

奈良県土地改良事業団体連合会 橿原市城殿町４５９番地 令和7年11月28日 令和7年11月28日 令和8年3月27日 5,335,000 第2号
換地業務の履行が可能な団体は、土地改良換地士が在籍している
奈良県土地改良事業団体連合会のみであるため。
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